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回　　答

1

仕様書4‐（2）‐①

（イ）申込フォーム（ウェブ等）の作成とあります
が、
これは広告用のウェブページやランディング
ページではなく、申込専用の入力フォーム（必
要項目の情報入力画面）の作成という理解で
よろしいでしょうか。
広告や周知を目的としたページ作成も業務に
含まれる場合は、具体的な内容（想定するペー
ジ構成や必要機能等）をご教示いただけます
でしょうか。

ご認識の通りです。
参加希望者が研修に申し込む為のウェブページを作成
いただき、そのウェブページで受講動機等のアンケート
が実施できるようにしてください。
広告用のウェブページは作成しなくてもかまいません。

2

仕様書８‐（3）

「本業務に関する資料及び成果品等は、全て本
市に帰属するものとし、・・・」とあるが委託業
務におけるシステム構築におけるコンテンツ
の使用権（利用権）と受託者側に保証されてい
る制作権及び著作権について見解をお示しい
ただきたい。
具体的には、本邦の著作権法では、著作権は
原則として創作した者（＝制作者）に帰属され
るとされていますが、本業務で構築したシステ
ムやコンテンツについては、ウェブを制作した
会社、すなわち受託者が著作権を保有すると
理解してよろしいでしょうか。

ご認識の通りです。

問合せ先：介護保険課　管理係　　　

TEL：098-939-1212（内線3098）　　

質 問   ・   回 答 書

　「沖縄市介護人材等支援事業業務委託 」にていただきましたご質問について、下記の通り回答いたしま
す。
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